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衆 議 院 議 員
 

 

ブログ「今日のたけまさ」日々更新中！ 

たけまさ公一公式ホームページへお越しください 

http://www.takemasa.org 

携帯版のアドレスはこちらです 

http://www.takemasa.org/i 

皆様のご意見・ご要望をお待ちしています 

voice@takemasa.org 
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抜け穴だらけの『天下りバンク法案』 
（６月６日 衆議院内閣委員会） 

 
6 月 6 日 の衆 議 院内 閣 委員 会にて、政府 提 出の国家 公 務員 法 改正

案等に関する質 疑に立ちました。 

民 主 党 が提 出 している「天 下 り根 絶 法 案 」に対 し、政 府 提 出 法 案 は

「天 下 りバンク法 案 」と称 されるように、国 家 公 務 員 の再 就 職 あっせんを

新 人 材 バンク「官 民 人 材 交 流 センター」に一 元 管 理 させようというもので、

国家 公 務員 の天 下 りをまさに国 ぐるみで容 認しているものです。 

官 房 長 官 、渡 辺 大 臣 の答 弁 がいい加 減 で審 議 がたびたび中 断 。つ

いには、「渡 り」件 数 の１０件 上 方 修 正 （ただし事 務 次 官 経 験 者 のみ）が

出 てくる始 末 。しかし、質 疑 終 局 で採 決 され、政 府 案 可 決 、民 主 党 案 は

否 決 されました。現 役 出 向 は各 省 庁 のあっせん OK 等 抜 け穴 だらけの

「天 下りバンク法 案」が参 議 院に送 付 されました。 

 

政治資金規正法改正案は「ザル法案」！  
(６月８日・１４日 衆議院倫選特委員会・本会議) 

 
8 日 の衆 議 院 倫 選 特 委 員 会 は政 治 資 金 規 正 法 案 の民 主 党 案 の趣

旨説 明。民主 党案 提 出者 として、私 から趣 旨 説明を行いました。  

 民 主 党 案 のポイントは、①政 党 を除 く全 ての政 治 団 体 （与 党 案 は政 治

資 金管 理 団 体 のみ）の不 動 産 の取 得 と所 有を禁 止②同 じく有価 証 券 の

取 得 所 有 も禁 止 ③経 常 経 費 は人 件 費 を除 きすべての政 治 団 体 が１万

円以 上（与 党案 は 5 万 円 以上 ）の領 収書 添 付と、与 党案 よりも厳 しい内

容となっています。 

しかしながら 13 日 の同 委 員 会において、与 党は 11 回 目 の強 行 採

決！翌 14 日 の本 会 議採 決 となってしまいました。民主 党からは 8 日の

委 員 会 に提 出 した対 案 を再 度 提 出 。私 から主 旨 弁 明 を行 ない、「抜 け

穴 だらけのザル法 」である与 党 案 との違 いをはっきりと説 明 しました。委

員長 職 権で立 てられた本 会議 60 回 、委員 会 48 回、その指示 は「問 答

無用 」内 閣 です。 

民 主 党 案 否 決 、与 党 案 可 決 。今 後 も「政 治 と金 」の問 題 は、党 の垣

根を越 えて国会 として真 摯に取り組むことを引 き続 き求 めていきます。 
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６月の給与明細 住民税に注目！ 
 

6 月より住民 税が大 幅に跳 ね上 がります。その理 由は主に二 つです。 

一 つ目 は国 から地 方 への税 源 移 譲 により、1 月 から減 っていた所 得

税 分 が住 民 税 に移 された。二 つ目 は 99 年 から導 入 されていた定 率 減

税が廃止 されるためです。 

政 府 は「増 税 ではない」ことを強 調 しますが、下 のモデルケースをみれ

ば負 担 増 は明 らかです。「給 料 袋 が軽 くなった」と感 じる人 が増 え、消 費

への影 響 が懸 念 されます。家 計 を圧 迫 し、消 費 を冷 え込 ませる税 制 で

す。特に年 収 500 万 円の世 帯は住民 税が約 2 倍になります！ 
   年間納税額の変化 夫婦と子供二人のモデル世帯      

          差額 

  税源移譲前      税源移譲後   

給与収入  所得税額 住民税額 計  所得税額 住民税額 計  

（定率減税全廃に

よる負担増） 

300 万円 0 8300 8300 0 9000 9000 700

500 万円 10 万 7100 7 万 300 17 万 7400 5 万 9500 13 万 5500 19 万 5000 1 万 7600

700 万円 23 万 6700 18 万 1300 41 万 8000 16 万 5500 29 万 3500 45 万 9000 4 万 1000

1000 万円 61 万 9200 42 万 2000 104 万 1200 59 万 500 53 万 9500 113 万 8 万 8800

 

 

 

民主党参院選マニフェスト 10 本柱発表！ 

 
① 年金を守る。 

② 雇用を守り、格差と戦う。 

③ 政治・行政の改革を徹底する。 

④ 子育て・教育を社会全体で支える。 

⑤ 産科・小児科などの医師不足を解消する。 

⑥ 農業・林業を元気にして、食の安全を守る。 

⑦ 地域のことは地域で決められるようにする。 

⑧ 日本経済の基盤である中小企業を元気にする。 

⑨ 環境政策で世界をリードする。 

⑩ 主体的な外交を実現する。 
詳しくは民主党 HP（http://www.dpj.or.jp/）をご覧下さい。

『ムダづかい』ストップ！『生活』重視―民主党の政策 10 本柱 
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第第 6677 回回たたけけままささ公公一一とと語語るる会会  
テーマ 

 

「直前！参院選」 
日 時：6 月 30 日(土)14 時～16 時 

会 場：さいたま市民会館 706 号 

浦和区仲町 2-10-22 

TEL 048-822-7101 
 

参加費：無料 
月一回、オープンミーティング形式で勉強会

を行っています。ぜひお気軽にご参加下さい。 

上記イベントについてのお問い合わせ、申し込みは・・・ 

TEL 048-832-3810  FAX 048-832-3846 

E-mail： voice@takemasa.org  ・・・までお願いいたします。 

たけまさ公一 女性の会 

「蓮舫参議院議員・講演会」 
 

参議院議員として活躍中の蓮舫さんをお招きして、トークショーを開催致します。 

女性として、母として、その生き方が注目されている蓮舫さんの、優しさの中にズバッと真実を突く

お話を聞いてみてはいかがでしょうか。皆さんのご参加をお待ちしております。 
 

日 時：７月２日（月曜日）１４時開会 

場 所：浦和ロイヤルパインズホテル４階  

ロイヤルクラウン 

会 費：1,000 円(コーヒー付) 

たけまさ公一後援会・青年部主催 

初夏の恒例一大イベント！ 

たけまさ杯ボウリング大会！ 

日時：6 月 23 日（土曜日） 

集合 17:30 開始 18:00～ 懇親会 20:00～ 

会場：浦和スプリングレーンズ 
さいたま市南区鹿手袋 1-1-1 

  ℡ 048-862-2571 

会費：大人 3,000 円 子供 1,500 円 

参加者全員に賞品も用意しております☆皆様

是非ともふるってご参加ください!! 

 

衆議院議員たけまさ公一 ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 
●.昭和３６年(１９６１年)生まれ。 ●さいたま市立木崎小、木崎中、県立浦和高校、慶応義

塾大学法学部政治学科卒業。平成元年、松下政経塾卒業。 ●平成１１年４月、埼玉県議会

議員２期目当選。 ●平成１７年９月、衆議院議員３期目当選。 ●民主党 NC(=次の内閣)

総務（大臣）担当。民主党埼玉県連幹事長。衆議院総務委員会筆頭理事。 

たけまさ公一事務所・所在地 

■埼玉事務所 さいたま市浦和区北浦和 3-6-11 松本ビル 2 階 TEL:048-832-3810 FAX:048-832-3846 
■岩槻事務所 さいたま市岩槻区本町5–5-12                             TEL:048-749-6801 FAX:048-749-6802 
■国会事務所 千代田区永田町 2-1-2 第 2 議員会館 312 TEL:03-3508-7062 FAX:03-3519-7715 

  


